
議員提出議案第4号

三朝町議会会議規則の一部改正について

次のとおり三朝町議会会議規則の一部を改正することについて､地方自治法

(昭和2 2年法律第6 7号)第1 2 0条の規定により､本議会の議決を求める｡
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三朝町鼠金蔵長藤井　手

三朝町議会規則第　　号

三朝町議会会議規則の一部を改正する規則

三朝町議会会議規則(昭和6 2年三朝町議会規則第1号)の一部を次のよう

に改正する｡

次の表の改正前の欄中華､条及び項の表示に下線が引かれた章､条及び項(以

下｢移動章等｣という｡)に対応する同表の改正後の欄中章､条及び項の表示に

下線が引かれた章､条及び項(以下｢移動後章等｣という｡)が存在する場合に

は､当該移動章等を当該移動後章等とし､移動後章等に対応する移動章等が存

在しない場合には､当該移動後章等(以下｢追加章等｣という｡)を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(章､条及び項の表示を除く｡以

下｢改正部分｣という｡)に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分

(章､条及び項の表示並びに追加章等を除く｡以下｢改正後部分｣という｡)が

存在する場合には､当該改正部分を当該改正後部分に改め､改正後部分に対応

する改正部分が存在しない場合には､当該改正部後分を加える｡
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改　正　後 改　正　前

目次

第1章～第14章　略

第15章　議員の派遣(第119条)

第16章　補則(第120条)

附則

第15章　議員の派遣

(議員の派遣)

第119条　法第100条第12項の

規定により議員を派遣しようとする
ときは､議会の議決でこれを決定す
る｡ただし､緊急を要する場合は､

議長において議員の派遣を決定する
ことができる｡

旦　前項の規定により､議員の派遣を
決定するに当たっては､派遣の目的､

場所､期間その他必要な事項を明ら
かにしなければならない｡

第16章　補則

(会議規則の疑義)

第120条　略

目次

第1章～第14章　略

第15章　補則(第119条)

第15章　補則

(会議規則の疑義)

第119条　墜

附　則

この規則は､公布の日から施行する｡


